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「日本服薬支援研究会誌」投稿規定
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1. 論文の内容

①服薬支援に関するもので，研究報告（臨床研究，基礎研究，橋渡し的研究を含む），情報提供に

関わる調査研究，適正使用・医療経済等の研究，調査，解説，症例報告，ノートを含み，未発

表で他誌に投稿予定のないものとする。

②本誌に掲載された論文等の著作権は，本研究会に帰属する。

③動物を対象とした研究については，動物保護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号），

実験動物の飼育及び保管に関する基準（昭和 55 年総理府告示第 6 号），大学等における実験動

物について（文部省学術国際局長通知，昭和 62 年 5 月 25 日文学情第 141 号）を参照して倫理

的配慮のもとに実施し，その旨を論文中に記載すること。

④ヒトを対象とした研究では，世界医師会のヘルシンキ宣言において述べられているように，科学

的および倫理的規範に準じていなければならない。被験者には，研究内容についてあらかじめ十

分に説明し，自由意思に基づく同意（インフォームドコンセント）を文書で得ることが必要であ

り，研究課題によっては，所属施設の倫理委員会またはこれに準じるものの承認が必要である。

論文中には，研究を遂行するにあたって遵守した指針（臨床研究に関する倫理指針，疫学研究に

関する倫理指針，ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針など）を明記する。

2. 投稿者の資格

投稿原稿の筆頭著者は日本服薬支援研究会の会員とする。但し，本研究会から寄稿を依頼した場

合は，この限りではない。

3．投稿論文の書き方

①本文には頁をつける。

②原著論文は原則として，用紙をA4判縦長とし，35字×35行で，12,000字以内とする。短報，症

例報告は用紙をA4判縦長とし，35字×35行で，それぞれ9,000字，4,000字以内とする。いずれの

場合も，図表は１枚あたり400 字としてカウントする。なお，題名・名前・所属については，上

記文字数に含まず，図表は名刺サイズ8点で1枚とカウントする（その他，比例計算）。

③原著論文及び短報,症例報告の構成は，表題，著者名，要旨，キーワード，本文，利益相反，引用

文献，図表とする。要旨は表紙の次に新たな頁として挿入する。長さは本文が和文の場合は，和

文で400字以内で作成する。本文が英文の場合は，英文で 250語以内で作成する。キーワードは

要旨に続けて記載し，4 個以上 6 個以内のキーワードを記載する。本文は，原則として目的，方

法，結果，考察，結語，利益相反で構成する。別途，英文の場合は要旨の和訳を添付する。英文

はすべてネイティブチェックを受け，その証明書を添付する。謝辞を付記する場合は，本文の最

終文章と利益相反との間に見出しを設けて記載する。

④原稿はMicrosoft Office製品（Word，Excel，PowerPoint）等を用途別に使いやすいもので作成

し，原則として，印刷物ではなく，ファイルのメール添付にて会誌委員会へ提出する。

⑤ OSはWindows，Macintoshどちらでも可。ただし，アプリケーション，OSともに投稿時点でサ

ポートの対象となっているバージョンのものに限る。

⑥本文，図表，抄録はそれぞれ別々のファイルで作成する。

（本文ファイルに図表を組み込まない）
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⑦図・表それぞれに独立した番号を振ってキャプション（図表のタイトル）を付け，本文中に言及

箇所を明記する。

⑧写真（原則としてモノクロ）は，鮮明なデジタルデータ（JPEG等）を用いる。

⑨略語を用いる時は，最初に全語句を記載して( )内に略語を記入し，以下は略語を用いる。

例：Simple Suspension Method (SSM) 

⑩会誌委員会で，研究会誌としての統一上，術語・記号・図表の体裁を変更する場合がある。

⑪総説で既発表の図表を用いる時は，出典名を記入し，且つ著者および出版社の了解を得ること。

⑫外国の国名・人名・地名・薬品名は，英語を用いる。

度量衡の単位はmm， cm，mL， L， mg，mmol， N/10などを用いる。

⑬引用文献数は原著論文30以内，総説制限なし，短報・症例報告10以内とし，本文の引用箇所に順

次番号を付し，本文の末尾に一括して次の形式に従い引用順に記載する。

1) 書籍は，①著者名（最大6名：6名を超える場合は和文表記なら「他」，欧文表記なら「et 

al.」）：②論文名. ③編者名，④書籍名. ⑤所在地：⑥出版社名，⑦発行年(西暦)；⑧初頁‐終

頁. の順に記載する。

4. 掲載料

①掲載料は無料とする。

②別刷は30部贈呈するが，それ以上必要な場合は，著者校正返送時に10部単位で希望部数を朱書し

て申し込み，費用は著者の負担とする。31～50部は3,000円，51～100部は5,000円とする。

5.原稿の採否および著者校正

①投稿論文の採否は，原則として2名以上の査読者の意見に基づき，会誌委員会で決定する。

なお，採択された原稿は返却しない。

②審査によって原稿の修正を求められた原稿は，連絡日から原則6カ月以内に再投稿する。連絡日

から6カ月を経過しても修正原稿が提出されない場合は，新規投稿扱いとする。

③著者による校正は，初稿のみとし，校正時の原稿修正は原則認めない。再校以後は会誌委員会で

行うものとする。

④寄稿論文は，会誌委員会から依頼することがある。

6.著作権および著作者の人格権

①論文の内容については，著者が責任を負う。

②共同研究の論文の場合は，著作権法第64条第3項の規定を適用し，共同著作物（論文）の著作者

の人格権を代表して行使される1名を選び，原稿論文の氏名の右上肩に"アスタリスク＊"印を付

ける。会誌委員会は，この著者を論文内容，その他についての実質的な代表責任者とみなす。

③論文が受理された場合は，著作権は本研究会に委譲する。

7. 利益相反（Conflict of interest; COI）

著作が開示する義務のある利益相反状況は，投稿内容に関連する企業や営利を目的とする団体に

関わるものである。投稿時に論文の本文末尾に利益相反状況を記載しなければならない。

具体的な内容については日本服薬支援研究会の定める「利益相反（COI）に関する指針（別表）」

の中で該当するものを記載することとする。なお，申告すべきものがない場合は，「利益相反自己

申告：申告すべきものなし」と記載すること。
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8.二重投稿，盗用，および捏造に対する罰則規定

①二重投稿，盗用，および捏造が認められた場合には掲載を取り消すことがある。

②当該論文の筆頭著者および共著者はその後，5 年間投稿禁止とする。

③著者の雇用主や所属団体への告知および調査依頼などを行うことがある。

9.原稿送付先

日本服薬支援研究会 広報部会誌委員会

E-mail：fukuyaku.editional.office@gmail.com

10. この規定を改正する場合は，幹事会の議を経なければならない。

付 則

1. 本規定は，2014年12月1日から施行する。

2016年8月30日改訂

2019年7月1日改訂

2020年12月1日改訂

2021年7月1日改訂

別 表

「日本服薬支援研究会誌利益相反（Conflict of interest；COI）に関する指針」

★著者全員の前年1年間（1月1日～12月31日）の利益相反状態について，下記の項目に該当する場

合，論文の本文末尾にその状況を記載すること。

記

①講演料：1つの企業・団体からの年間合計50万円以上

②原稿料：1つの企業・団体からの年間合計50万円以上

③報酬額：1つの企業・団体から年間100万円以上

④株式の利益：1つの企業から年間100万円以上，あるいは当該株式の5%以上保有

⑤特許使用料：1つにつき年間100万円以上

⑥研究費・助成金などの総額：1つの企業・団体からの研究経費を共有する所属部局（講座，分野

あるいは研究室など）に支払われた年間総額が200万円以上

⑦奨学（奨励）寄付金などの総額：1つの企業・団体からの奨学寄付金を共有する所属部局（講座,

分野あるいは研究室など）に支払われた年間総額が200万円以上

⑧企業などが提供する寄付講座：（企業などからの寄附講座に所属している場合に記載）

⑨その他：研究とは直接無関係な旅行，贈答品などの提供については，1つの企業・組織や団体か

ら受けた総額が年間5万円以上とする


